
新年のごあいさつ

　明けましておめでとうございます。
市民の皆様におかれましては、輝かしい新春をお迎えの
ことと心からお慶び申し上げます。新春を寿き、市議会
を代表しまして謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　日頃から、安城市政並びに安城市議会に対しまして、
格段のご理解とご協力を賜わりまして、誠にありがとう
ございます。本年は午年（うまどし）。午年はエネルギー
が最も高まり、物事が大きく動く年とされています。こ
の年は挑戦や行動が実を結びやすい年であり、自分の力
を発揮する舞台が整う時期とのことです。皆様にとりま
しても、午年の勢いに乗り、大きく飛躍する年となりま
すように願っております。
　さて、昨年１０月、憲政史上初の女性の内閣総理大臣が
誕生しました。総理は、「日本列島を、強く豊かに。」とい
う方針を掲げ、日本列島隅々までその実現を目指すとい

う決意のもと、物価高への対応を最優先で取り組まれて
います。本市議会としましても、国・政府の動向を注視
しながら、市民誰もが安全・安心に暮らすことができる
よう、引き続き尽力いたす所存です。
　本市は、「ともに育み、未来をつくる　しあわせ共
創都市　安城」を目指す都市像とし、持続可能な魅力
あるまちづくりを進めています。特に、安城こども
BOOSTERSで掲げている３つの無償化施策である、小
中学校の給食費無償化、第２子以降の低年齢児保育無償
化、高校生世代までの医療費無償化を実施することで、
子育て世代の負担を軽減し、安心して子育てできるまち
づくりを推進しています。
　私たち市議会としましても、未来を担う子どもたちを、
子育て世代を、全力で応援するとともに、引き続き、子
どもから高齢者まで、すべての人にとって暮らしやすい
まちとなるよう、皆様の声を聞き、しっかり取り組んで
まいります。
　結びにあたり、市民の皆様にとりまして、笑顔あふれ
る一年になりますよう心からお祈り申し上げ、年頭のご
挨拶とさせていただきます。

安城市議会議長
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　あけましておめでとうございます。旧年中は、市政運
営に格別のご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうござ
いました。おかげをもちまして、本市は均衡のとれた産
業の恵みと文化・スポーツの喜びを存分に享受できる都
市として発展を続けております。
　昨年は、４月に本市にとって待望の大型商業施設「ら
らぽーと安城」が開業し、生活の質の向上に大きく寄与
しました。また、１１月には、三河安城交流拠点・アリー
ナの起工式が行われ、令和１０年開業に向けて建設工事が
進められています。両施設は、市内外の人々の大きな交
流の渦を生み出し、地域の活性化をもたらすとともに、
都市の魅力・本市のブランド力を格段に向上させること
が期待されています。
　そして今年は、９月に愛知・名古屋2０26アジア競技大
会が開催され、本市では、ソフトボールと近代五種の２
競技が行われる予定です。本市の知名度をアップさせる
絶好の機会ですので、アジア各国・地域及び国内から訪
れる大勢の選手、チームスタッフ、観客を、精一杯のお

もてなしの心でお迎えしたいと思います。
　さらにこの先、本市のさらなる発展に繋がる様々な取
り組みを進めていきます。まずは老朽化が著しい市庁舎
の整備で、目下、整備手法や場所等、市民ワークショッ
プを交えて構想の策定を行っています。また、令和９年
度に１０周年を迎えるアンフォーレや３０周年となるデンパ
ークを、より魅力ある施設とするための再整備事業を行
う他、南明治第三地区や三河安城駅南地区における土地
区画整理事業を進める等、まだまだ成長していく安城の
姿を皆さんにお示ししていきます。
　長い期間を要する事業が多くありますが、本市の持続
的発展のため、未来への種まきとして一歩一歩着実に、
かつ力強く推進してまいります。
　そして、同じく未来投資として、次代を担うこどもた
ちを地域全体で応援し、育てていくことで、地域を支え
る若い力を継続的に生み出し、「住みたい」「住み続けた
い」と思っていただける、豊かで幸せ溢れるまちを、と
もに創り上げていきましょう。
　令和８年が本市の明るい未来につながる飛躍の年とな
りますよう、そして市民の皆様にとって健やかに幸せに
暮らせる年となりますよう祈念申し上げ、年頭のごあい
さつといたします。本年もどうぞよろしくお願い申し上
げします。
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引き続き、市民サービスの向上を図る取組みや、職員の働き方改革を進めて
まいります。ご理解とご協力をお願いいたします。

市役所の開庁時間
（窓口・電話の受付時間）

を変更します

※緊急時は上記の時間以外でも対応いたします。

午前 9 時～午後 4 時
変更後

topic 1
問▶経営管理課（☎〈71〉2205）

※公民館その他の施設は、従来通り変更ありません。

対象施設

市役所本庁舎、北庁舎、西庁舎、
北部支所、桜井支所、明祥支所、保健センター

現在の受付時間（午前8時30分～午後5時15分）は、職員の勤務時
間と同じです。このため、窓口業務の多い部署では、全ての手続

の終了が勤務時間外になったり、勤務時間中に職員が新たなサービスの
検討等をする時間の確保が難しかったりする状況です。
受付時間の変更は、こうした状況を解消し、得られた時間を活用して、
業務の効率化や市民サービスの向上を図るために行います。

A

なぜ窓口・電話の受付時間を変更するの？Q

職員の勤務時間に変更は
ありません。A

職員の勤務時間も
変更するの？Q

6月1日㈪から

便利なサービスをご利用ください

証明書のコンビニ交付サービス
マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエン
スストア（コンビニ）等のマルチコピー機
で、住民票の写しや印鑑登録証明書等の
証明書を取得できます。

マイナポータルやあいち電子申請・届出シ
ステム等を利用して、行政手
続の一部がオンラインで申請
できます。

オンライン申請

市役所に行かなく
ても手続可能！


